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航 空 事 故 調 査 報 告 書

Ⅰ 海 上 保 安 庁 所 属 ＪＡ６７１３

Ⅱ 個 人 所 属 ＪＡ３８２０

平成２２年１２月１７日

運 輸 安 全 委 員 会



本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国

際民間航空条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及

び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に

寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために

行われたものではない。

運 輸 安 全 委 員 会

委 員 長 後 藤 昇 弘



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとお

りとする。

① 断定できる場合

・・・「認められる」

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③ 可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④ 可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」

・・・「可能性があると考えられる」



Ⅱ 個 人 所 属 ＪＡ３８２０
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航空事故調査報告書

所 属 個人

型 式 ビーチクラフト式Ａ３６型

登録記号 ＪＡ３８２０

発生日時 平成２２年８月２３日 １０時２７分ごろ

発生場所 神戸空港滑走路上

平成２２年１２月 ３ 日

運輸安全委員会（航空部会）議決

委 員 長 後 藤 昇 弘（部会長）

委 員 遠 藤 信 介

委 員 石 川 敏 行

委 員 首 藤 由 紀

委 員 品 川 敏 昭

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

個人所属ビーチクラフト式Ａ３６型ＪＡ３８２０は、平成２２年８月２３日（月）、

慣熟飛行のため、１０時１４分ごろ八尾空港を離陸し、神戸空港へ着陸した際、胴体

着陸となり滑走路上で停止し、機体を損傷した。

同機には、機長 1名が搭乗していたが、死傷はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

運輸安全委員会は、平成２２年８月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか１名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2 外国の代表

本航空事故機の設計・製造国である米国に本航空事故発生の通知をしたが、その
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代表の指名はなかった。

1.2.3 調査の実施時期

平成２２年８月２４日 口述聴取及び機体調査

1.2.4 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 事実情報

２.１ 飛行の経過

個人所属ビーチクラフト式Ａ３６型（通称：ボナンザ）ＪＡ３８２０（以下「同

機」という。）は、平成２２年８月２３日、慣熟飛行のため機長１名が搭乗し、１０時

１４分に八尾空港を離陸し、１０時２７分神戸空港滑走路２７に着陸した際、胴体着

陸となり、誘導路Ｔ５付近の滑走路で停止した。

同機の飛行計画の概要は、次のとおりであった。

飛行方式：有視界飛行方式、出発地：八尾空港、移動開始時刻：１０時１５分、

巡航速度：１５０kt、経路：大阪南港、目的地：神戸空港、所要時間：０時間

１５分、持久時間で表された燃料搭載量：６時間００分、搭乗者数：１名

同機が、八尾空港を離陸してから本事故が発生するまでの飛行経過は、機長及び神

戸空港の航空管制官の口述によれば、概略次のとおりであった。

(1) 機 長

当日は、０９時００分ごろ八尾空港に着いて、神戸空港を往復しようと決め

た。

同機は、知人から借用して飛行していたものであった。

同機の燃料は満タンで、６時間は飛行可能であった。フライトプランを提出

して、八尾空港を離陸した。

神戸空港へは１か月以上来ていなかったが、一番来やすい空港である。

大阪南港上空を経由して、六甲アイランド上空で神戸空港の管制塔と交信を

し、着陸の許可を得た。滑走路２７でアプローチする時は、いつも同様のパ

ターンで入っていた。管制塔と最初に交信した時には、高度１, ０００ft以下

であった。ベースでは速度９０ktぐらいであった。

ファイナルでは、速度約８０ktで、タッチダウンするころに、パワーをアイ

ドルにした。いつもの飛行感覚と同じように感じていた。
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このとき着陸装置を出し忘れていて、胴体着陸をした。チェック・リストは

自分で作成したものを持っていたものの、着陸の前に行う項目のチェック・リ

ストを見ながら操縦すると危ないと思い、記憶に頼って実施した。その時には

着陸装置を出し忘れたといった感覚ではなく、出していると完全に思い込んで

いたので、管制塔との交信時も「ギア・グリーン」と言ってしまった。

フラップは、ファイナルで通常どおりダウン位置とした。

胴体着陸後は、エンジンをカットして、管制塔に連絡した後にマスタース

イッチをオフとした。

着陸時に警報音は聴いていたが、失速警報と思い、着陸装置警報とは思わな

かった。

この機体には、５～６年前から乗っていて、何回も飛行しているが、特にト

ラブル等はない。月に１～２回ぐらい、１時間で行って帰ってこられるような

ところを飛行している。

事故前日の睡眠時間は５時間ぐらいとっており、事故当日の体調は良かっ

た。

(2) 神戸空港の航空管制官 男性 ３８歳

同機は、神戸空港の５nm北東から神戸管制圏に入域した。

トラフィックがなかったので、着陸許可を発した。着陸前に着陸装置の不具

合等の通報はなかった。

同機を視認し続けていたが、着陸装置の状況がどうであったのかまでは確認

できていない。

当時、同機以外には、出発機１機が管制承認を受領し、スポット内にいた。

同機に対して、着陸後、誘導路Ｔ５からスポットに入るように指示したが、

同機の減速が大きいことに気が付き、同機を見続けていると、同機の機長から

着陸装置が降りていない状態で着陸した旨の連絡があった。

同機の着陸時刻は、午前１０時２７分であった。

副管制席管制官が、管制塔から直通電話にて航空管制運航情報官に同機の着

陸状況を連絡した。

本事故発生地点は、神戸空港滑走路上（標点：北緯３４度３７分５８秒、東経

１３５度１３分２６秒）で、発生時刻は１０時２７分ごろであった。

（付図１ 推定飛行経路図、付図２ 同機の推定進入経路図、付図３ 航空事故発生

現場見取図、付図４ 滑走路２７痕跡、写真１ 事故機、写真２ 滑走路２７上の

痕跡、写真４ 同機のコックピット 参照）
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２.２ 人の負傷

負傷者はいなかった。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

損壊の状況は以下のとおりであった。

(1) プロペラ 各ブレード先端部湾曲

(2) 胴体 胴体下面破損（主要構造部材（STA58.00 フレーム）

損傷を含む）

(3) フラップ 両翼後縁部擦過による損傷

(4) ステップ 足乗せ部分下部損傷

(5) アンテナ ＡＴＣトランスポンダー及びＡＤＦアンテナ損傷

(6) 胴体下面衝突防止灯 破損

（写真３ フレーム損傷状況 参照）

２.４ 航空機乗組員等に関する情報

機 長 男性 ５７歳

自家用操縦士技能証明書（飛行機） 昭和５２年 ６ 月１７日

限定事項 陸上単発

第２種航空身体検査証明書

有効期限 平成２３年 ９ 月 １ 日

総飛行時間 ４３３時間４４分

最近３０日間の飛行時間 ０時間００分

同型式機による飛行時間 ４８時間５９分

最近３０日間の飛行時間 ０時間００分

２.５ 航空機に関する情報

2.5.1 航空機

型 式 ビーチクラフト式Ａ３６型

製 造 番 号 Ｅ－１３８３

製造年月日 昭和５３年１０月２５日

耐空証明書 第大－２１－４５６号

有効期限 平成２２年１１月２５日

総飛行時間 １,６３５時間０１分

定期点検(100 時間点検:平成 22 年 8 月 23 日実施)後の飛行時間 ４９時間５４分

（付図５ ビーチクラフト式Ａ３６型三面図 参照）



*1 「スロットル警報装置」とは、着陸装置を格納した状態でスロットルを吸気圧力が１２inHg以下になるよう

に絞った場合は警報音が間欠的に鳴る装置のことである。

*2 「フラップ警報装置」とは、着陸装置を格納した状態でフラップが完全に下がっている場合は、警報音が間

欠的に鳴る装置のことである。
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2.5.2 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２,８４４.２lb、重心位置は８０.６９inと推算され、

いずれも許容範囲（最大離陸重量３,６００lb、事故当時の重量に対応する重心範囲

７４.０～８７.７in）内にあったものと推定される。

2.5.3 燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン等級１００、潤滑油はフィリップス・オイル２０Ｗ／５０

であった。

２.６ 気象に関する情報

本事故発生時間帯に神戸空港気象台が発表した定時観測及び特別観測の情報は、次

のとおりであった。

10 時 00 分 風向 ２４０°、風速 ６kt、卓越視程 ８km、雲 雲量 ＦＥＷ

雲形 積雲 雲底の高さ １,５００ft、気温 ３０℃、露点温度

２５℃、高度計規正値 （ＱＮＨ）２９.９７inHg

10 時 47 分 風向 ２３０°、風速 ８kt、卓越視程 ９km、雲 雲量 ＦＥＷ

雲形 積雲 雲底の高さ ２,０００ft、気温 ３０℃、露点温度

２５℃、高度計規正値 （ＱＮＨ）２９.９６inHg

２.７ 着陸装置及び着陸警報装置の機能調査等

本事故調査のため、平成２２年８月２４日、神戸空港において同機の着陸装置及び

着陸警報装置の機能調査を行い、共に正常に作動していることを確認した。同様に、

失速警報装置についても、作動が確認された。

また、着陸警報装置は、前回の耐空証明検査時の飛行試験においても、問題は認め

られていなかった。

同機の着陸警報装置にはスロットル警報装置
*1
が装備されているが、フラップ警報

装置*2 は装備されていなかった。

２.８ その他参考事項

同機の飛行規程には、着陸前の操作について以下のとおり記述されている。
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１３. 着陸前

(1) シート・ベルト及びショルダーハーネス － 確実に装着し、シート・

バックを正しい位置にする。

(2) 燃料セレクターバルブ － 油量の多いタンクにセットする。

(3) カウルフラップ － 必要なだけ開く。

(4) ミックスチャー － フルリッチ（又は地上高度に応じて必要な

だけ）。

(5) 着陸装置 － ダウンにし点検する。（最大着陸装置下げ速

度は１５３ＫＩＡＳ）。

(6) 着陸及び滑走灯 － 必要に応じて。

(7) フラップ － フルダウン（最大フラップ下げ速度は

１２３ＫＩＡＳ）。

(8) 対気速度 － 通常の着陸進入速度にする。

(9) プロペラ － 高回転。

３ 分 析

３.１ 乗務員の資格等

機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。

３.２ 航空機の耐空証明等

同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた。

３.３ 気象との関連

事故当時の気象状況は、本事故の発生に関連はなかったものと推定される。

３.４ 胴体着陸について

(1) ２.１(1)に記述した機長の口述から、同機は着陸の際に、着陸装置を降ろさ

ずに胴体で接地したため、胴体下面の主要構造部材（フレーム）を損傷したも

のと推定される。

(2) ２.７で記述した試験の結果から、同機の着陸装置及び着陸警報装置は正常に

作動していたものと推定される。

(3) ２.１(1)に記述した機長の口述から、機長が神戸空港に着陸する際、着陸装

置を降ろすことを失念したため、胴体着陸となったものと推定される。機長が
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着陸装置を降ろすことを失念したのは、着陸装置を降ろしているものと機長が

思い込んでいたことによるものと推定される。機長が着陸装置を降ろしている

と思い込んだことには、機長がチェックリストを使用せずに着陸操作を実施し

たことが関与した可能性が考えられる。

着陸前に、着陸装置を降ろしていない状態でスロットルを絞った際に、着陸

警報音が作動したものと推定されるが、機長は着陸装置を降ろしているものと

思い込んでおり、着陸警報音を失速警報音と捉えていたため、着陸装置を降ろ

していないことに気付かなかった可能性が考えられる。

３.５ 安全飛行のためのチェック・リストについて

３.４(3)に記述したとおり、機長は、着陸操作に関するチェック・リストを使用せ

ず、記憶に頼ったチェックを行ったので、確実な操作が行えなかったものと推定され

る。

小型飛行機において、着陸装置を降ろし忘れることによる事故がたびたび発生して

いるところであり、操縦者は、着陸操作に入る前にチェック・リストを使用して、着

陸操作の確認に心掛ける必要があるものと考える。

４ 原 因

本事故は、同機が着陸の際に、機長が着陸装置を降ろすことを失念したため、胴体

着陸となり機体を損傷したことによるものと推定される。

機長が着陸装置を降ろすことを失念したのは、着陸装置を降ろしていると機長が思

い込んでいたことによるものと推定される。

機長が、着陸装置を降ろしていると思い込んだことについては、チェック・リスト

を使用せずに着陸操作を実施したことが関与した可能性が考えられる。

また、着陸装置の警報音に気付かなかったのは、機長が着陸装置の警報音を失速警

報音と捉えていた可能性が考えられる。

５ 参考事項

国土交通省航空局は、平成２２年８月３０日に、本事故に関連して、社団法人全日

本航空事業連合会及び社団法人日本航空機操縦士協会に対し、着陸準備には十分な余
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裕を持ち、着陸時の操作を確実に実施することについて周知徹底を求める通達を発出

した。社団法人日本航空機操縦士協会では、同協会のホームページにこの通達を掲載

するとともに、同協会の機関誌「ＰＩＬＯＴ」９月号に掲載し、同協会の全会員にそ

の内容を周知した。



 
 

航空局標識工平面図を使用 

 

付図１ 推定飛行経路図 
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航空局標識工平面図を使用 

 

付図２ 同機の推定進入経路図 

六甲アイランド 

ポートアイランド 

神戸空港 

10:25:03 （管制交信記録から） 
機長：｢Right base for full stop Runway27. Gear green over.｣ 

事故発生場所 

注 1：ハッチングは推定飛行経路を示す。

注 2：時刻は日本標準時で表している。  
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付図３ 航空事故発生現場見取図 
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航空局標識工平面図を使用 

 

付図４ 滑走路２７痕跡 

機体接地痕跡 プロペラ接触痕 

フラップ等接触痕 

機体停止位置 
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付図５ ビーチクラフト式Ａ３６型三面図 
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写真１ 事故機 

写真２ 滑走路２７上の痕跡 

湾曲したプロペラ 

フラップ及びアンテナ支柱の痕跡 

フラップ及びステップの痕跡 
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写真３ フレーム損傷状況 

写真４ 同機のコックピット 

ＳＴＡ５８.００フレーム損傷部分 

着陸装置ハンドル

着陸装置位置指示灯 

機首方向 


